
令和元年度の調整会議の進捗状況と 
地域医療構想を巡る最近の動向について 

令 和 ２ 年 度 第 １ 回 徳 島 県 西 部 
地 域 医 療 構 想 調 整 会 議 

令 和 ３ 年 3 月 １ ７ 日 

資料１ 

徳島県保健福祉部医療政策課 



都
道
府
県 

○「地域医療構想」は、2025年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能
ごとに2025年の医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。 

○都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む
「ガイドライン」を作成。平成２７年３月に発出。 

○「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が「地域医療構想」
を策定。平成２８年度中に全都道府県で策定済み。 

  ※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。 

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進 

  （「地域医療構想」の内容） 
      

  １．２０２５年の医療需要と病床の必要量        
   ・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療 
    需要と病床の必要量を推計 
   ・在宅医療等の医療需要を推計 
   ・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計 
              

  ２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策 
   例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、 
      在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等 

地域医療構想について 

（機能

が 
見えに 
くい） 
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○ 機能分化・連携については、 

 「地域医療構想調整会議」で議論・調整。 

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月） 

病床機能報告 

回復期機能の

患者 

高度急性期機能

の患者 

慢性期機能の患者 

急性期機能の患者 医療機能 
を自主的
に選択 

地域医療構想について 
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 第１回全域（R1.9.5） 

     ・平成30年度の調整会議の進捗状況と地域医療構想を巡る最近の動向について 

     ・平成30年度病床機能報告の結果について 

     ・民間医療機関の2025年に向けた対応方針の協議の進め方について 

     ・外来医療計画について 

 第１回圏域（R1.9.27～10.7） 

     ・平成30年度病床機能報告の結果について 

     ・市立三野病院の2025年に向けた具体的対応方針について 

     ・民間医療機関の2025年に向けた対応方針の協議の進め方について 

     ・厚生労働省による公立・公的医療機関等の診療実績データ分析の結果について 

     ・外来医療計画について 

     ・病床機能分化・連携促進基盤整備事業について 

     ・医療法人合併による増床について 

 第２回圏域（R2.2.6～2.13） 

     ・公立・公的医療機関等への具体的対応方針の再検証等について 

     ・民間医療機関の2025年に向けた対応方針の協議の進め方について 

     ・重点支援区域及びダウンサイジング補助金等について 

     ・外来医療計画（案）について 

     ・医療法人合併による増床について  
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令和元年度調整会議の開催状況 



 公立病院 

対象病院数 １１病院 合意済み１１病院 合意率１００％ 

（対象病床数 1,705床 合意済み 1,705床 合意率100％）    

 公的病院 

対象病院数  ８病院 合意済み ６病院 合意率７５％ 

（対象病床数 2,623床 合意済み 2,013床 合意率76.7％） 

 合計 

対象病院数 １９病院 合意済み１７病院 合意率８９．５％ 

（対象病床数 4,328床 合意済み 3,718床 合意率85.9％） 

 協議中 

国立病院機構徳島病院 

国立病院機構東徳島医療センター  

3 

公立・公的病院の2025年に向けた具体的対応方針の合意状況 
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高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

病床の必要量 合意した公立 民間 

病床の必要量と合意した2025対応方針との比較（西部） 

※民間は2019病床機能報告2025予定の数値 

273 278 
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  許可病床 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 合計 

市立三野病院 60 0 0 60 0 60 

県立三好病院 206 45 113 48  0 206 

町立半田病院 120 0 112 8 0 120 

合計 45 225 116 0 386 

２０２５年の必要病床数 47 274 310 377 1,008 

公立の占める割合 95.7% 82.1% 37.4% 0% 38.3% 

合意した公立病院の2025対応方針（西部） 
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西部構想区域の民間医療機関の進め方 

○ 西部圏域においては、圏域面積が広いことから、１．５次医療圏単位 

 （西部Ⅰ・Ⅱ）に分けて協議を行う。 

○ 西部圏域においては、有床診療所も含めて圏域全体で協議する。 

西部Ⅰ 西部Ⅱ 合計 

病院 ７ ４ １１ 

有床診療所 ７ ４ １１ 

合計 １４ ８ ２２ 

○ 西部Ⅱ→西部Ⅰの順に協議する。 

○ 西部Ⅰは１４機関と多いことから、複数回に分けて協議する。 

○ 各医療機関の代表者が出席し、「2025年に担う医療機能」を中心に 

 説明し、協議する。 

令 和 元 年 度 第 １ 回 徳 島 県 
西 部 地 域 医 療 構 想 調 整 会 議 

令 和 元 年 ９ 月 ２ ７ 日 

資料３ 

一部改変 
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国の議論の状況 
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第 7 7 回 社 会 保 障 審 議 会 医 療 部 会 

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 

参考資料 

１－１ 
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第77回社会保障審議会医療部会(R2/12/25)議事録から① 

〇遠藤委員（全国町村会） 

 地域医療構想の実現に向けた今後の工程に関して、これまで全国町村会としては、新型コ
ロナウイルス感染症の対応を踏まえ再検証期限の設定について特段の配慮を求めてきてお
り、引き続き、国と地方が丁寧な議論を行えるよう、望むところである。 

 

〇久喜委員（全国市長会） 

 コロナの感染拡大状況下において、病院を再編していくことは大きな問題がある。今、地
域医療構想を進めることは、地域医療崩壊を加速させるおそれがある。今後コロナが収束す
るまでは（病院再編の議論を）停止する方が望ましい。 

 

〇平井委員（全国知事会） 

 今、地域医療は非常に逼迫しており、コロナ対応の中核を支えているのが地域の公立・公
的病院である。この時期に地域医療構想を進めることがあるにせよ、かつてのような再編整
理の議論を行うのは本末転倒。今、病床の確保をしようと一生懸命にしている病院に、再編
整理の話を持ちかけるなどはナンセンス。具体的な工程の設定について、時期を見極めよう
という国の姿勢は評価したいが、よく考えて決めて欲しい。 

 

〇佐保委員（日本労働組合総連合会） 

 地方では、公立・公的医療機関が新型コロナウイルス感染症患者の受入れ、治療に当たっ
ている状況を踏まえた医療提供体制の議論も必要である。 11 



第77回社会保障審議会医療部会(R2/12/25)議事録から② 

〇井上委員（日本経済団体連合会） 
 今後、人口動態が大きく変化する中で、限られた医療資源をいかに効率
的に活用していくかが非常に重要。今回、地域医療構想について、病床の
必要量の考え方など、基本的な枠組みを維持しつつ、着実に取組を進めて
いく方針が示されたことを評価し、着実な進展を期待する。 

 

〇河本委員（健康保険組合連合会常務理事） 
 具体的な工程の明示が見送られたことは、やむを得ない面もあるが、残
念に思う。国は自主的な検討、取組を行っている都道府県への支援を継続
するとともに、具体的な工程の検討については、今後のコロナの感染状況
を見ながら適宜再開して欲しい。中長期の人口構造の変化が変わらない点
や、第８次医療計画の策定も見据え、２０２２年度中を目途に議論が進め
られることが重要と明示されたことは評価したい。 

 

〇加納委員（日本医療法人協会） 
 コロナ患者を受け入れているのは公立・公的ばかりではなく、民間もか
なり主体的に動いていることも認識して欲しい。また、コロナ患者は受け
入れていないが、例えば、二次救急の受入などで、民間も地域医療を守っ
ている点があることも評価してもらいたい。 
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参考資料 
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2040年を展望した医療提供体制の改革について（イメージ）  

医療資源の分散・偏在 

 ⇒都市部での類似の医療機能を持つ医療
機関の林立により医療資源の活用が非
効率に 

 ⇒医師の少ない地域での医療提供量の不
足・医師の過剰な負担 

疲弊した医療現場は医療安全への不安
にも直結 

現在 

①医師の労働時間管理の徹底 
②医療機関内のマネジメント改革（管理者・医師の意識改革、業務の移管や共同化 
 （タスク・シフティングやタスク・シェアリング）、ICT等の技術を活用した効率化 等） 

③医師偏在対策による地域における医療従事者等の確保（地域偏在と診療科偏在
の是正） 

④地域医療提供体制における機能分化・連携、集約化・重点化の推進（これを推進
するための医療情報の整理・共有化を含む）⇒地域医療構想の実現 

①全ての公立・公的医療機関等における具体的対応方針の合意形成 
②合意形成された具体的対応方針の検証と地域医療構想の実現に向けた更なる対策 
③かかりつけ医が役割を発揮するための適切なオンライン診療等を推進するための適切なルール整備 等 

現在 2040年 

2025年までに 
着手すべきこと 

円滑なチーム医療 

かかりつけ医が役割を発
揮できる適切なオンライン
診療等医療アクセス確保 

地域医療連携に 
必要なコンサルテーション 

2040年を展望した2025年までに着手すべきこと 

2040年の医療提供体制（医療ニーズに応じたヒト、モノの配置) 

都市部集中 

機能の重複 
ICT等の活用による負担軽減 

2040年 

どこにいても必要な医療を最適な形で 

• 限られた医療資源の配置の最適化（医療従事者、病床、医療機器） 
  ⇒医療計画に「地域医療構想」「医師確保計画」が盛り込まれ、総合的な医療提供体制改革が可能に 
• かかりつけ医が役割を発揮するための地域医療連携や適切なオンライン診療の実施 

医師・医療従事者の働き方改革で、より質が高く安全で効率的な医療へ 

• 人員配置の最適化やICT等の技術を活用したチーム医療の推進と業務の効率化 
• 医療の質や安全の確保に資する医療従事者の健康確保や負担軽減 
• 業務の移管や共同化（タスク・シフティング、タスク・シェアリング）の浸透 

医師・医療従事者の働き方改革の推進 

地域医療構想の実現等 

①地域医療構想や2040年の医療提供体制の展望と整合した医師偏在対策の施行 
 ・ 医師偏在指標に基づく医師確保計画の策定と必要な施策の推進 
 ・ 将来の医療ニーズに応じた地域枠の設定・拡充  

 ・ 地域ごとに異なる人口構成の変化等に対応した将来の診療科別必要医師数を 
都道府県ごとに算出 
② 総合的な診療能力を有する医師の確保等のプライマリ・ケアへの対応 

実効性のある医師偏在対策の着実な推進 

◯医療提供体制の改革については2025年を目指した地域医療構想の実現等に取り組んでいるが、2025年以降も少子高齢化の進展が見
込まれ、さらに人口減に伴う医療人材の不足、医療従事者の働き方改革といった新たな課題への対応も必要。 
◯2040年の医療提供体制の展望を見据えた対応を整理し、地域医療構想の実現等だけでなく、医師・医療従事者の働き方改革の推進、
実効性のある医師偏在対策の着実な推進が必要。 

派遣等による医師確保 

医療機能の集約化 

総合的な診療能力を 
有する医師の確保 

三位一体で推進 

情報ネットワーク 
整備 

第３２回社会保障WG 
（令和元年５月２３日） 資料１－１ 
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